（様式１０）【共同企業体（JV）用】※提出対象：共同企業体

参加表明書


令和８年（２０２６年）　　月　　日　　

　宇都宮市　宛


	共同企業体名


代表者　　　　　


	


	代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


          　下記の業務について、公募型プロポーザルへの参加を表明します。なお、提出書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。


記


（業務名）　通信指令システム更新整備業務委託












[bookmark: _Hlk161047183]
（様式１１－１）【共同企業体（JV）用】※提出対象：代表者

参加資格審査調書

１　件名　通信指令システム更新整備業務委託

２　参加資格要件
次の(1)から(11)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。なお、この書類を提出した以後に(1)から(9)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。
(1)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)　本市の入札参加有資格者名簿（物品製造・販売・委託業務・その他）の「情報処理業務」及び「機器類の保守点検業務」に登録されている者又は令和８年５月１日時点の名簿への登録が完了する見込みである者であること。
(3)　宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止若しくは入札参加保留の措置が行われている者又はこれらの措置要件のいずれかに該当する事実があると認められる者ではないこと。
(4)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。ただし，手続開始の決定後，宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
(5)　国税及び地方税に滞納がないこと。 
(6)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。），暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員，取締役，執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者，支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 
(7)　情報管理体制に対し，JIS Q 15001(プライバシーマーク)やISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）などの認証等を受けていること。
(8)　本業務の業務主任担当者がプレゼンテーションに参加できること。
(9)　秘密保持誓約書を提出できる者であること。
(10) 業務実施体制として業務主担当技術者及び副担当技術者を選任し，届け出ること。
(11) 令和２年度以降に通信指令システム及び消防救急デジタル無線の導入実績があり，そのシステムが納入自治体において安定稼働中であること。

令和８年（２０２６年）　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（様式１１－２）【共同企業体（JV）用】※提出対象：代表者以外の構成員用

参加資格審査調書

１　件名　通信指令システム更新整備業務委託

２　参加資格要件
次の(1)から(11)に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。なお、この書類を提出した以後に(1)から(9)に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。
(1)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)　本市の入札参加有資格者名簿の「委託業務」又は「物品製造・販売・その他」に登録された者る者又は令和８年５月１日時点の名簿への登録が完了する見込みである者であること。
(3)　宇都宮市入札参加停止等措置要領に基づく入札参加停止若しくは入札参加保留の措置が行われている者又はこれらの措置要件のいずれかに該当する事実があると認められる者ではないこと。
(4)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていない者であること。ただし，手続開始の決定後，宇都宮市長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。
(5)　国税及び地方税に滞納がないこと。 
(6)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。），暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員，取締役，執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者，支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該当しない者であること。 
(7)　情報管理体制に対し，JIS Q 15001(プライバシーマーク)やISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム）などの認証等を受けていること。
(8)　本業務の業務主任担当者がプレゼンテーションに参加できること。
(9)　秘密保持誓約書を提出できる者であること。
(10) 業務実施体制として業務主担当技術者及び副担当技術者を選任し，届け出ること。

令和８年（２０２６年）　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（様式１２）【共同企業体（JV）用】※提出対象：構成員

会社概要書
商号又は名称
代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

【会社概要】
	設　　立
	
	資本金
	

	主な事業
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	社員数
	人　　　　　



【本業務の担当を予定している部署】
	本店又は支店等の
所在地
	

	本店又は支店等の
名称
	
	代表者職氏名
	

	連絡担当者
	
	所属部署
	

	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	

	電子メールアドレス
	










（様式１３）【共同企業体（JV）用】※提出対象：代表者
参加表明者の同種業務の実績


	発注者
	契約期間
	同種業務名・業務概要
	契約金額
（円）

	







	～
	【業務名】
【業務概要（規模・内容など）】
	

	







	～
	【業務名】
【業務概要（規模・内容など）】
	

	







	～
	【業務名】
【業務概要（規模・内容など）】
	


（注１）地方公共団体から受注した業務として、令和２年度以降に通信指令システム及び消防救急デジタル無線の更新業務の履行実績を証する契約書の写しを添付すること（必須）。
（注２）発注者は具体的に記入すること（例：〇〇県〇〇市など）










（様式１４）【共同企業体（JV）用】※提出対象：共同企業体

提案書（表紙）


令和８年（２０２６年）　　月　　日　　

　宇都宮市長　　宛


	共同企業体名


代表者　　　　　


	


	代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


          　下記の業務について、提案書等を提出します。なお、提出書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。

記


（業務名）　通信指令システム更新整備業務委託















（様式１５－１）【共同企業体（JV）用】※提出対象：共同企業体

業務の実施体制

	役割
	氏名・年齢・所属
	実務経験年数・資格
	担当する業務内容

	
管理責任者



	氏名
　　　　　　　　　　
（　　　才）
所属
　　　　　　　　　　
	実務経験年数
　　　　　　年
資格
・　　　　　　　
・　　　　　　　
	

	
主担当技術者


	氏名
　　　　　　　　　　
（　　　才）
所属
　　　　　　　　　　
	実務経験年数
　　　　　　年
資格
・　　　　　　　
・　　　　　　　
	

	
副担当技術者



	氏名
　　　　　　　　　　
（　　　才）
所属
　　　　　　　　　　
	実務経験年数
　　　　　　年
資格
・　　　　　　　
・　　　　　　　
	

	
その他担当者



	氏名
　　　　　　　　　　
（　　　才）
所属
　　　　　　　　　　
	実務経験年数
　　　　　　年
資格
・　　　　　　　
・　　　　　　　
	



	再委託先（協力会社）
	本店住所
	再委託する業務の内容

	

	
	

	

	
	


（注１）配置を予定している技術者全員について記入すること。
（注２）記入欄が不足するときは、複写して作成可。枚数も増やしてよい。
[bookmark: _Hlk156413676]（注３）業務の一部を再委託する予定がある場合は、委託先及び業務の内容を詳細に記入すること。
（注４）業務の一部を再委託する予定がある場合は、様式第１３－２号「暴力団等の排除に関する誓約書（業務の　一部を再委託する予定がある場合）」を提出すること。
　　（注５）業務の一部を再委託する予定がある場合は、再委託先（協力会社）の本店住所が確認できる法人登記簿を提出すること。


（様式１５－２）【共同企業体（JV）用】※提出対象：共同企業体

[bookmark: _Hlk156412074][bookmark: _Hlk156412577]暴力団等の排除に関する誓約書（業務の一部を再委託する予定がある場合）

令和８年（２０２６年）　　月　　日　　


　　　　　　　　　　　　宛


（提　出　者）
	


	


	代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


          　　私は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該当しないことを誓約します。




＊　暴力団員・・・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
＊　暴力団密接関係者・・・事業者で次に掲げるものをいう。
ア　法人であって、その役員又は熊本市暴力団排除規則（平成２４年規則第２８号。以下「規則」という。）で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
イ　個人であって、規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
ウ　ア及びイに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として規則で定める
　　もの


[bookmark: _Hlk156412509]（注１）宛名は、上位企業等を記載すること。


（様式１６－１）【共同企業体（JV）用】※提出対象：代表者

配置予定技術者調書（管理責任者）

	①氏名
	②年齢

	③所属（本支店名）・役職                    

	④保有資格



	⑤同種業務経歴

	業　務　名
	業　務　概　要
	発注機関
	履行期間

	

	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	

	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	
	
（○○技術者として従事）
	
	

	
	
（○○技術者として従事）
	
	

	
	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	

	
（○○技術者として従事）
	
	

	

	
       　　　　  （○○技術者として従事）
	
	

	⑥手持ち業務の状況（参加表明書等提出日時点）、契約金額500万円以上

	業　務　名
	発注機関
	履行期間
	契約金額

	
	
	
	




契約件数
契約金額合計


（注１）地方公共団体から受注した業務として、令和２年度以降に通信指令システム及び消防救急デジタル無線の更新業務の履行実績を証する契約書の写しを添付すること（必須）。
（注２）発注者は具体的に記入すること（例：〇〇県〇〇市など）




（様式１６－２）【共同企業体（JV）用】※提出対象：構成員

配置予定技術者調書（主たる担当者）

	①氏名
	②年齢

	③所属（本支店名）・役職                    

	④保有資格



	⑤同種業務経歴

	業　務　名
	業　務　概　要
	発注機関
	履行期間

	

	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	

	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	
	
（○○技術者として従事）
	
	

	
	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	
	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	
	
        　　　　 （○○技術者として従事）
	
	

	

	
       　　　　  （○○技術者として従事）
	
	

	⑥手持ち業務の状況（参加表明書等提出日時点）、契約金額500万円以上

	業　務　名
	発注機関
	履行期間
	契約金額

	
	
	
	




契約件数
契約金額合計





（様式１７）【共同企業体（JV）用】※提出対象：共同企業体
共同企業体協定書２者ＪＶ用記載例


（目　的）
第１条　当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一　　宇都宮市　発注に係る　　　　公告の通信指令システム更新整備業務委託　　　　　　　　（以下単に「整備事業」という。）の請負
　二　前号に附帯する事業
（名　称）
第２条　当共同企業体は、　　　東京・足利　　　共同企業体（以下「当企業体」　という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を　○○県○○市○○○　　　　　　　に置く。
（成立の時期）           結成年月日
第４条　当企業体は、　年　　月　　日　に成立し、業務委託契約の履行後３ヵ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。
第４条の２　整備事業を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該整備事業に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の所在地、商号又は名称）
第５条　当企業体の構成員は次のとおりとする。
          東京都千代田区霞が関○－○－○
　　　　　東京建設 株式会社　　　　　　　　　　　　　　※本店もしくは支店の所在地、商号又は名称を
　　　　                                                 記載すること
          栃木県足利市朝倉町○－○－○
          足利建設 株式会社
（代表者の名称）        
第６条　当企業体は、　　　東京建設　株式会社            　を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、整備事業の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
（構成員の業務分担）
第８条　各構成員の委託業務の分担は、次の通りとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減等のあったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。

　　　　　　　〇〇〇〇〇業務　〇〇〇〇 株式会社
　　　　　　　〇〇〇〇〇業務　〇〇〇〇 株式会社
　２　前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところによるものとする。
　　　　　　
（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、整備事業の完成に当たるものとする。
（構成員の責任）
第10条　各構成員は、業務委託の履行に伴い、当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、　〇〇銀行○○支店   とし、企業体の構成企業名義の預金口座によって取引するものとする。
（決　算）
第12条　当企業体は、業務委託の完了の都度当該業務委託決算するものとする。
（利益金の配当の割合）
第13条　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する割合により構成員に利益金を配当するものとする。
（欠損金の負担の割合）
第14条　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
（履行途中における構成員の脱退に対する措置）
第16条　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が受託した業務委託を完了するまでは、脱退することができない。
２　構成員のうち業務委託の履行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務委託を完了する。
３　第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には、利益金の配当は行わない。
（構成員の除名）
第16条の２　当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務委託の履行の途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２  前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。　　　
３  第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。
（履行途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成員のうちいずれかが業務委託の履行の途中において破産又は、解散した場合においては、第16条第２項から第５項までを準用するものとする。
（代表者の変更）
第17条の２　代表者が脱退もしくは除名された場合又は代表者としての責務が果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承諾により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
（解散後の契約不適合責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、当該業務委託の目的物が契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第19条　本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
　〇〇〇 株式会社　外　１　社は、上記のとおり　〇〇〇　共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 ２ 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
また、この協定書を別途１通作成し、宇都宮市に提出するものとする。

                   結成年月日
　　　　　　　　　年　　月　　日
東京都千代田区霞が関０－０－０
東京建設　株式会社
代表取締役　東京太郎
〒320-0811　宇都宮市大通り０－０
東京建設　株式会社
栃木営業所長　東京次郎
℡028-000-000　　　　　　　　　印



足利市朝倉町０－０－０
足利建設　株式会社
代表取締役　足利太郎           印
代表構成員の所在地、商号又は名称、代表者の役職名と氏名、郵便番号、電話番号が記載され、代表者印が押印されていること。
受任者がいる場合は、例のように２段書きにして、郵便番号と電話番号は受任者のものを記入する。
押印は受任者のものだけで可。

共同企業体代表構成員の
所在地、商号又は名称及
                                び代表者氏名

                                
　　　　　　　　　　　　　　　　共同企業体構成員の構成員の郵便番号と電話番号は省略可。
それ以外は代表構成員と同様。

                                所在地、商号又は名称
                                及び代表者氏名

                                






（様式１７）【共同企業体（JV）用】※提出対象：共同企業体
　　　　　　　　共同企業体協定書３者ＪＶ用記載例


（目　的）
第１条　当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
一　　宇都宮市　発注に係る　　　　公告の通信指令システム更新整備事業　　　　　　　　（以下単に「整備事業」という。）の請負
　二　前号に附帯する事業
（名　称）
第２条　当共同企業体は、　　東京・栃木・足利　　共同企業体（以下「当企業体」
　という。）と称する。
（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を　○○県○○市○○○　　　　　　　に置く。
（成立の時期）           結成年月日
第４条　当企業体は、　年　　月　　日　に成立し、業務委託契約の履行後３ヵ月以内を経過するまでの間は、解散することができない。
第４条の２　整備事業を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該整備事業に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の所在地、商号又は名称）
第５条　当企業体の構成員は次のとおりとする。
　　　　  東京都千代田区霞ヶ関○－○－○
　　　　　東京建設 株式会社                             ※本店もしくは支店の所在地、商号又は名称を
　　　　                                                   記載すること
          栃木県宇都宮市塙田○－○－○
　　　　　栃木建設 株式会社

          栃木県足利市朝倉町○－○－○
          足利建設 株式会社
（代表者の名称）        
第６条　当企業体は、　　　東京建設 株式会社            　を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、整備事業の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
第８条　各構成員の委託業務の分担は、次の通りとする。
　　　　　　　〇〇〇〇〇業務　〇〇〇〇 株式会社
　　　　　　　〇〇〇〇〇業務　〇〇〇〇 株式会社
　　　　　　　〇〇〇〇〇業務　〇〇〇〇 株式会社



（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務委託の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、整備事業の完成に当たるものとする。
（構成員の責任）
第10条　各構成員は、業務委託契約の履行及び下請契約その他の業務委託の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
（取引金融機関）
第11条　当企業体の取引金融機関は、　〇〇銀行○○支店   とし、企業体の構成企業名義の預金口座によって取引するものとする。
（決　算）
第12条　当企業体は、整備竣工の都度当該整備について決算するものとする。
（利益金の配当の割合）
第13条　決算の結果利益を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
（欠損金の負担の割合）
第14条　決算の結果欠損金を生じた場合には、第８条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
（権利義務の譲渡の制限）
第15条　本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
（工事途中における構成員の脱退に対する措置）
第16条　構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務委託を完成するまでは、脱退することができない。
２　構成員のうち業務委託途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務委託を完成する。
３　第１項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第８条に規定する割合に加えた割合とする。
４　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　決算の結果利益を生じた場合において、脱退した構成員には、利益金の配当は行わない。
（構成員の除名）
第16条の２　当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務委託途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２  前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。　　　
３  第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までを準用するものとする。
（業務委託途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
第17条　構成員のうちいずれかが業務委託途中において破産又は、解散した場合においては、第16条第２項から第５項までを準用するものとする。
（代表者の変更）
第17条の２　代表者が脱退もしくは除名された場合又は代表者としての責務が果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承諾により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
（解散後の契約不適合責任）
第18条　当企業体が解散した後においても、当該業務委託につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第19条　本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
　東京建設 株式会社　外　２　社は、上記のとおり　東京・栃木・足利　共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書 ３ 通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。

                   結成年月日
　　　　　　　　　年　　月　　日
東京都千代田区霞が関０－０－０
東京建設　株式会社
代表取締役　東京太郎
〒320-0811　宇都宮市大通り０－０
東京建設　株式会社
栃木営業所長　東京次郎
℡028-000-000　　　　　　　　　印


宇都宮市塙田０－０－０
栃木建設　株式会社
代表取締役　栃木太郎           印




足利市朝倉町０－０－０
足利建設　株式会社
代表取締役　足利太郎           印

共同企業体代表構成員の代表構成員の所在地、商号又は名称、代表者の役職名と氏名、郵便番号、電話番号が記載され、代表者印が押印されていること。
受任者がいる場合は、例のように２段書きにして、郵便番号と電話番号は受任者のものを記入する。
押印は受任者のものだけで可。

所在地、商号又は名称及
                                び代表者氏名

                                共同企業体構成員の
                                所在地、商号又は名称
                                及び代表者氏名構成員の郵便番号と電話番号は省略可。
それ以外は代表構成員と同様。


                                共同企業体構成員の
                                所在地、商号又は名称
　　                            及び代表者氏名


（様式１８）【共同企業体（JV）用】※提出対象：構成員


委任状

　　　　年　　月　　日

宇都宮市　○　○　○　○　様


共同企業体の名称
共同企業体構成員　　　　　　　　　　　　　　印


1 業務委託名



　私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、上記業務委託に関する入札に関する
一切の権限を委任します。

受任者　　　　　　　　　　　　　　　　　印




















